
岩見沢市北村環境改善センター条例の一部を改正する条例の概要  

 

第１  改正の趣旨  

  施設の維持費である人件費、原材料費、電気料金等の価格高騰に対応する

ため、受益者負担の適正化の観点から使用料の引上げを行う。  

 

第２  改正の内容  

  岩見沢市北村環境改善センターの使用料の引上げを行う。  

 

第３  施行期日  

(1) 第１条  令和８年１０月１日  

(2) 第２条  令和９年１０月１日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 

 

岩見沢市条例第２４号  

 

 岩見沢市北村環境改善センター条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。  

 

  令和  ７  年１２月２２日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市北村環境改善センター条例の一部を改正する条例  

 

第１条  岩見沢市北村環境改善センター条例（平成１７年条例第１１２号）の

一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。  

別表（第６条、第１８条関係）  

使用料  

（単位：円）  

区分  

 

 

 

種別  

夏期使用料  

５月１日～１０月３１日  

（１時間当たり）  

冬期使用料  

１１月１日～４月３０日  

（１時間当たり）  

 午前９時～  

午後５時  

 午後５時～  

午後９時  

 午前９時～  

午後５時  

 午後５時～  

午後９時  

多目的ホール  １，５６０  ２，０８０  ２，０８０  ２，７１０  

視聴覚室  ４５０  ６１０  ６１０  ８５０  

和室１  ４５０  ６１０  ６１０  ８５０  

和室２  ４５０  ６１０  ６１０  ８５０  

洋室１  ４００  ５６０  ５６０  ７８０  

洋室２―１  ４００  ５６０  ５６０  ７８０  



２ 

 

洋室２―２  ４００  ５６０  ５６０  ７８０  

料理実習室  ４２０  ５８０  ５８０  ８２０  

備考  

    １  物品の販売、あっせん等営利目的で使用する場合は、別表の使用料

に、市内業者にあっては３割、市外業者にあっては５割を加算する。  

２  不特定のものを対象として、入場料、会費その他名称のいかんにか

かわらず、これらに類するもの（以下「入場料金」という。）を徴収す

る場合は、別表の使用料に、次の割合を乗じた額を加算する。  

入場料金  １，０００円以下  １，００１円以上３，

０００円以下  

３，００１円以上  

加算率  ３割  ５割  ７割  

第２条  岩見沢市北村環境改善センター条例の一部を次のように改正する。  

  別表多目的ホールの項を次のように改める。  

多目的ホール  ２，３４０  ３，１２０  ３，１２０  ４，０６０  

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例中第１条及び次項の規定は令和８年１０月１日から、第２条及び

附則第３項の規定は令和９年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  第１条の規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の

額は、同条の規定による改正後の岩見沢市北村環境改善センター条例の規定

にかかわらず、なお従前の例による。  

３  第２条の規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の

額は、同条の規定による改正後の岩見沢市北村環境改善センター条例の規定

にかかわらず、なお従前の例による。  

 


